
様式第 16号 

売買取引条件等の届出書 

 

2020年 6月 21日 

（宛先）福岡市長 

 

福岡市中央卸売市場 青果市場 青果部 

所 在 地  福岡市東区みなと香椎 3丁目 1番 1-204号 

卸 売 業 者  福岡大同青果株式会社 

代表者氏名  代表取締役社長 丸小野 光正             

 

 福岡市中央卸売市場業務条例第 46条第１項の規定により，下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 営業日及び営業時間並びに販売時間及びせり時間 

営 業 日 別紙開場日カレンダーのとおり 

営業時間 自 午前 6時         ～ 至 午後 3時  

販売時間 自 午前 6時         ～ 至 午後３時   

せり時間 自 午前７時         ～ 至 正午 

 

２ 取扱品目  

野菜、果実及びこれらの加工品並びに鳥卵 

 

３ 取扱物品の引渡しの方法 

セリ販売による引渡し 

相対販売による引渡し 

 

 

 

 

 

 



４ 委託手数料の率その他の取扱物品の卸売に関し出荷者又は仲卸業者，売買参加者 

その他の買受人が負担する費用の種類，内容及びその額 

委託手数料 

取扱品目の区分 委託手数料の率 

野菜・果実・鳥卵 

野菜 8.5％ 

果実 7.0％ 

鳥卵 3.0％ 

出荷者又は仲卸

業者，売買参加

者その他買受人

が負担する費用 

種類 内容 

(1) 通信費 

 

 

(2) 運送料 

 

 

(3) 売買仕切金送金料 

 

(4)保管料 

 

 

 

(5)調製費 

 

 

(6)その他の費用及び会社

が立て替えた費用 

(1)当該物品を販売するに当たって委託

者等への連絡に要する費用 

 

(2)会社の当該物品の卸売場までの運送

費及び荷卸しに要する費用 

 

(3) ― 

 

(4)委託物品を冷蔵その他の方法により

保管したため、とくに経費を必要とした

ときは、その費用 

 

(5)手入れ加工その他の調製につき、と

くに経費を要したときはその費用 

 

(6) ― 

 

 

 

５ 取扱物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 

原則、卸売業者は、委託者に対し受託物品の卸売をした日の翌日までに支払う。 

ただし、委託者と特約を結んだ場合はその特約に準ずる。 

 

６ 売買取引に関して出荷者又は仲卸業者，売買参加者その他の買受人に交付する奨励金 

   その他の販売代金以外の金銭（奨励金等）の種類，内容及びその額 

奨励金等の種類 取扱品目の区分 内容及びその額（その交付基準を含む） 

出荷奨励金 

 

 

完納奨励金 

 

野菜・果実 

 

 

野菜・果実・鳥卵 

 

野菜 取扱高の 17/1000以内  

果実 取扱高の 10/1000以内 

 

完納金額の 10/1000以内 

 

 


